
契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

工  事  名 ポートアイランド港島５丁目ふ頭用地照明塔塗装改修工事 

 契約変更後の工事概要 

【設計変更】 

１．北照明塔の塗膜除去工法の変更 

２．北照明塔の劣化した既設床（6F,9F,10F）を撤去の上新替え 

３. 西照明の塗装改修及び既設床（2F,6F）撤去の上新替え工事の取止め 

 

【工期延長】 

既決：契約締結日の翌日から令和５年５月１０日まで 

変更：契約締結日の翌日から令和５年７月３１日まで 

（82 日間の工期延長） 

 契約変更の理由 

【設計変更】 

１．現地詳細調査の結果、塗膜に鉛等の含有が判明したため、ケレンによる塗膜除去から剥離剤併用塗

膜除去工法への変更が生じ、増工となった。 

２．現地詳細調査の結果、劣化が判明した床の改修について増工となった。 

３．１の追加により、予算上２塔施工することが困難となったため、未着手の西照明塔の施工を取止め      

  る。 

 

【工期延長】 

  上記１により、鉛等含有塗膜の除去が必要になったことに対する塗膜除去方法等の検討並びに塗膜

除去工法の変更のため、８２日間の工期延長が必要となった。 

 

 

令和５年４月１２日開催 請負契約審査会承認済 
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